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 秋田市教育委員会令和５年１０月定例会会議録

 

 　１　日　　時　　令和５年１０月２６日（木曜日）

 　　　　　　　　　午後３時３０分～午後３時５５分

 

 　２　場　　所　　５－Ａ会議室

 

 　３　出席委員　　教育長　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　教育委員　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　教育委員　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　教育委員　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　教育委員　　　　　　　　　

 

 　４　出席職員　　教育次長　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　教育次長　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　総務課長　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　総務課参事　　　　　　　　

 　　　　　　　　　学事課長　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　学校教育課長　　　　　　　

 　　　　　　　　　教職員室長　　　　　　　　

 　　　　　　　　　教育研究所長　　　　　　　

 　　　　　　　　　学校適正配置推進室長　　　

 　　　　　　　　　生涯学習室長　　　　　　　

 　　　　　　　　　総務課長補佐　　　　　　　

 　　　　　　　　　総務課副参事　　　　　　　

 　　　　　　　　　学校適正配置推進室副参事　

 　　　　　　　　　総務課主査　　　　　　　　

 　　　　　　　　　総務課主任                

 

 　５　議　　題

 　　　【付議案件】

 　　　　議案第16号　秋田市立小、中学校通学区域の一部を改正する件

 　　　【教育長等の報告】
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 　　　　(1) 令和５年９月市議会定例会の審議状況について

 　　　　(2) 学校適正配置に関する地域協議の開催状況等について

 

 　６　議　　事　午後３時３０分開会

 

 　　　【令和５年９月定例会会議録の承認】

 　　　　　令和５年９月定例会会議録について、異議がないため承認された。

 

 【会議録署名委員の指名】

 教育長が今回会議録の署名委員として委員２名を指名した。

 

 　　　【付議案件】

 　　　　　議案第16号　秋田市立小、中学校通学区域の一部を改正する件

 

　　　　教育長　　　　　　　議案第16号「秋田市立小、中学校通学区域の一部を改正す

 　　　　　　　　　　　　　る件」について、事務局から説明願う。

 　　　　学事課長　　        （資料に基づき説明）

 

 　　　　※　議案第16号については、全員賛成により、議決された。

 

 　　　【教育長等の報告】

 　　　　(1) 令和５年９月市議会定例会の審議状況について

　　　　教育長　　　　　　　報告(1)「令和５年９月市議会定例会の審議状況について」

 　　　　　　　　　　　　　事務局から説明願う。

　　　　総務課長　　        ９月４日から１０月１０日までの期間で開かれた９月市議

 　　　　　　　　　　　　　会定例会の審議状況について報告する。

　　　　　　　　　　　　　　はじめに、一般質問だが、６件の質問があった。部活動の

　　　　　　　　　　　　　地域移行に係る進捗状況についての質問については、本年２

　　　　　　　　　　　　　月に地域のスポーツ・文化振興に関わる団体等や学校関係者

　　　　　　　　　　　　　による協議会を立ち上げたところであり、合同地域スポーツ
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　　　　　　　　　　　　　活動の創設や、本市独自の地域移行のモデル作成、受け皿と

　　　　　　　　　　　　　なる団体や指導者の確保など、具体的な協議を進めている旨

 　　　　　　　　　　　　　答弁した。

　　　　　　　　　　　　　　次に、９月２１日に行われた予算決算委員会教育産業分科

　　　　　　　　　　　　　会・委員会についてであるが、学校給食調理業務委託に伴う

　　　　　　　　　　　　　債務負担行為の設定、７月１４日からの大雨で被災した土崎

　　　　　　　　　　　　　図書館の災害復旧事業の２件の補正予算案について審議され

 　　　　　　　　　　　　　た。

　　　　　　　　　　　　　　学校給食調理業務委託について、全国で給食調理事業者の

　　　　　　　　　　　　　破綻が話題となっているが、本市の委託で同様のケースが起

　　　　　　　　　　　　　こりうるかとの質問があり、事業者の選定に当たっては、仕

　　　　　　　　　　　　　様書において過去の実績等を要件とし、安定的に業務を実施

　　　　　　　　　　　　　できる事業者と契約しているほか、契約後も事業者と連携を

 　　　　　　　　　　　　　図り、十分留意しながら運営していく旨回答した。

　　　　　　　　　　　　　　また、秋田市立学校設置条例の一部を改正する件および秋

　　　　　　　　　　　　　田市立日新小学校増改築建築工事請負契約の変更契約を締結

 　　　　　　　　　　　　　する件の２件の議案について説明し、可決された。

　　　　　　　　　　　　　　そのほか、陳情として提出された公立学校における少人数

　　　　　　　　　　　　　学級編成の拡充及び正規職員増に関する意見書の提出につい

 　　　　　　　　　　　　　ては、不採択となった。

　　　　　　　　　　　　　　以上の補正予算案、条例改正案等については、９月２８日

　　　　　　　　　　　　　の本会議において、原案どおり議決された。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　また、所管事務として公共施設に係る使用料等の見直しに

　　　　　　　　　　　　　ついて、令和５年度全国学力・学習状況調査における秋田市

　　　　　　　　　　　　　の結果についておよび学校適正配置に関する地域協議の開催

 　　　　　　　　　　　　　状況等についての３件を報告した。

　　　　　　　　　　　　　　次に、９月２９日に開催された予算決算委員会教育産業分

　　　　　　　　　　　　　科会についてであるが、令和４年度秋田市一般会計および特

 　　　　　　　　　　　　　別会計歳入歳出決算認定について審議された。

　　　　　　　　　　　　　　審議においては、市立学校新型コロナウイルス感染症対策
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　　　　　　　　　　　　　事業について、効果をどのように評価しているかといった質

　　　　　　　　　　　　　問があり、各学校長の判断において、各校の実態に応じて必

　　　　　　　　　　　　　要な物品を速やかに調達できたほか、手洗い場の自動水栓化

　　　　　　　　　　　　　修繕や、学校健診時の医療従事者が着用する防護具の整備等

　　　　　　　　　　　　　を行ったものであり、学校生活上の感染症拡大防止対策を十

 　　　　　　　　　　　　　分図ることができたと認識している旨を回答した。

　　　　　　　　　　　　　　決算認定については、１０月５日の予算決算委員会全体会

　　　　　　　　　　　　　において認定すべきものと決定され、同１０日の本会議にお

 　　　　　　　　　　　　　いて認定された。

 

 　　　　※　報告(1)については、以上のとおり終了した。

 

 　　　　(2) 学校適正配置に関する地域協議の開催状況等について

 　　　　教育長　　　　　　　報告(2)「学校適正配置に関する地域協議の開催状況等に

 　　　　　　　　　　　　　ついて」事務局から説明願う。

 　　　　 　  （資料に基づき説明）学校適正配置推進室長

　　　　委員　　　　　　　　先日、下北手中の閉校記念式典に出席させていただいた。

　　　　　　　　　　　　　３年生が８人のみであったが、大変厳かで立派な記念式典だ

　　　　　　　　　　　　　った。１、２年生は、既に城東中学校に移っているが、３年

　　　　　　　　　　　　　生たちの一生懸命頑張っている姿を目の当たりにし、最後の

 　　　　　　　　　　　　　卒業生として来年の３月まで頑張ってくれるだろうと思った。

　　　　　　　　　　　　　　また、先日、広面小学校に学校訪問で伺ったが、既に太平

　　　　　　　　　　　　　小と下北手小で様々な交流事業を行われ、着々と準備が進め

　　　　　　　　　　　　　られており、校長先生からも現段階で特に問題はないとの説

 　　　　　　　　　　　　　明があったため、今後も粛々と進めていってもらいたい。

　　　　　　　　　　　　　　他地区について進行具合に開きがあるということだが、地

　　　　　　　　　　　　　元の方々の意向を十分に汲み取ったうえで、粛々と進めてい

 　　　　　　　　　　　　　っていただければと思う。

　　　　委員　　　　　　　　先日の下北手中の閉校記念式典だが、３年生が一生懸命頑

　　　　　　　　　　　　　張ってきたことがしっかり出ており、すごく良い式典だった
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　　　　　　　　　　　　　と思う。残り半年間であるが、充実した学校生活を送ってほ

 　　　　　　　　　　　　　しいと思う。

　　　　　　　　　　　　　　閉校後の校舎等の使用について、地域の希望も聞いた上で

　　　　　　　　　　　　　進めていると思うが、昨年閉校した３校は、現在どのように

 　　　　　　　　　　　　　活用されているのか。

　　　　 　　廃校後の下北手中の校舎は、地域の方々より体育館、グラ学校適正配置推進室長

　　　　　　　　　　　　　ウンドを使用したいという話を伺っている。今後、改めて使

　　　　　　　　　　　　　用に関する説明をさせていただいた上で、取りまとめる準備

 　　　　　　　　　　　　　を進めている。

　　　　　　　　　　　　　　昨年度末に閉校した３校については、地域の皆さんと意見

　　　　　　　　　　　　　交換を行ったところ、地域の皆さんで使っていただいている

　　　　　　　　　　　　　とのことであった。また、地域以外からも来ていただくなど

 　　　　　　　　　　　　　地域の活性化にも寄与しているという報告をいただいている。

　　　　委員　　　　　　　　下北手中の閉校記念式典に参加して、卒業生、地域の方、

　　　　　　　　　　　　　保護者がたくさん参列されていたのを見て、非常に愛された

　　　　　　　　　　　　　学校だったのだと改めて思った。在校生は少なかったが、こ

　　　　　　　　　　　　　れまで一生懸命に準備し様々な発表を頑張って見せてくれた

　　　　　　　　　　　　　のは素晴らしいと感じた。今後、城東中と統合されるが、今

　　　　　　　　　　　　　までの下北手中の伝統などが城東中でも生き残ってほしいと

 　　　　　　　　　　　　　思う。

　　　　委員　　　　　　　　大変素晴らしい閉校記念式典だった。私が感動したのは地

　　　　　　　　　　　　　域の方の「誇りを持って「下北手の子ども」として生きてほ

　　　　　　　　　　　　　しい」という言葉であった。校舎は移るが、子どもたちは　

　　　　　　　　　　　　　「下北手の子ども」であるということに変わりはないことと、

　　　　　　　　　　　　　子どもたちの将来を考えて地域が後押しをしてくれていると

　　　　　　　　　　　　　いう姿が非常に心温まり未来を感じるものだと思った。そう

　　　　　　　　　　　　　いった意味でも他地域も地域の後押しがあれば、皆が温かく

　　　　　　　　　　　　　統合していくという理想の形だと思った。また、とても立派

　　　　　　　　　　　　　な記念碑だったので、是非皆さんもお立ち寄りの際は見てい

 　　　　　　　　　　　　　ただければと思う。
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　　　　　　　　　　　　　　大変便利な立地なので、体育館のみにとどまらず、様々な

 　　　　　　　　　　　　　活用方法を発想できる場所ではないかと思う。

　　　　教育長　　　　　　　今後、地域の方々の希望を聞いた上で、校舎の利活用につ

 　　　　　　　　　　　　　いて手順を踏んで進めることになるか。

　　　　総務課参事　　　　　そのとおりである。廃校になった場合は、基本的には普通

　　　　　　　　　　　　　財産として様々な利活用の検討をすることとしている。ただ、

　　　　　　　　　　　　　学校というものは地域の方々も一緒に活動していた場所であ

　　　　　　　　　　　　　るため、通常の利活用に入る前に、地元の方々が今まで同様

 　　　　　　　　　　　　　に活用したいという気持ちがあれば、優先していく。

 

 　　　　※　報告(2)については、以上のとおり終了した。

 

 　　　　【その他、今後の日程等についての報告】

 　　　　熊が出没した際の注意喚起等について

　　　　学事課長　　　　　　学事課から、熊が出没、目撃された場合や出没の痕跡が発

　　　　　　　　　　　　　見された場合などにおける注意喚起等について報告する。熊

　　　　　　　　　　　　　が出没、目撃された場合や出没の痕跡があるなどの情報につ

　　　　　　　　　　　　　いては、有害鳥獣の担当課である産業振興部農地森林整備課

　　　　　　　　　　　　　のほか、警察、消防、県の自然保護課、市民サービスセンタ

　　　　　　　　　　　　　ーなど様々な発信元がある。いずれの場合においても、関係

　　　　　　　　　　　　　機関の間で相互の緊急連絡体制をあらかじめ確認しており、

　　　　　　　　　　　　　平日のほか土曜日、日曜日、祝日や平日の勤務時間外におい

 　　　　　　　　　　　　　ても情報共有できる体制を整えている。

　　　　　　　　　　　　　　次に、各学校での注意喚起等の対応についてであるが、熊

　　　　　　　　　　　　　の目撃情報が秋田市教育委員会や学事課に入った場合におい

　　　　　　　　　　　　　ては、速やかに現場近隣の小、中学校へメールや電話による

　　　　　　　　　　　　　情報伝達を行っている。各学校では保護者に対し注意喚起の

　　　　　　　　　　　　　一斉メールを配信する。また、状況によっては保護者による

　　　　　　　　　　　　　送迎の依頼や集団での登下校を実施している。時間帯にもよ

　　　　　　　　　　　　　るが、屋外での活動を控える指示や、中学校においては、屋
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 　　　　　　　　　　　　　外の部活動を中止するなどの対応をとっている。

　　　　　　　　　　　　　　今月に入ってからは住宅地において熊の人身被害が発生し

　　　　　　　　　　　　　たほか、学校の周辺での目撃情報などもあり、１０月１１日

　　　　　　　　　　　　　付けで改めて小、中、高等学校、美術大学附属高等学院に向

　　　　　　　　　　　　　けて熊出没に関する注意喚起を依頼している。被害を防ぐた

　　　　　　　　　　　　　めに熊の性質が学べる内容や近づかない、寄せ付けないため

　　　　　　　　　　　　　に音を立てて存在を知らせるなどの方法のほか、万が一熊に

 　　　　　　　　　　　　　出会ってしまった場合の防御の姿勢などもお知らせしている。

　　　　　　　　　　　　　　今週も多くの目撃情報があり、学事課が今年度、現在まで

　　　　　　　　　　　　　に把握した熊の出没、目撃等の情報は、３００件を超えると

　　　　　　　　　　　　　いう異常な状態となっている。ちなみに、令和４年度は５５

　　　　　　　　　　　　　件であった。こうした安心できない状況が続いているので、

　　　　　　　　　　　　　引き続き適切な情報共有によって学校現場と連携を図りなが

 　　　　　　　　　　　　　ら被害、事故の防止に努めていく。

　　　　委員　　　　　　　　先日、河辺中に学校訪問した際に、校長先生より熊対策と

　　　　　　　　　　　　　して学校で準備した熊鈴を生徒全員の７６人に持たせて、登

 　　　　　　　　　　　　　下校させているという説明があった。

 

　　　　総務課長補佐　　　　今後の日程についてお知らせする。１１月定例会について

　　　　　　　　　　　　　は、１１月１７日金曜日午後３時３０分から開催する予定で

 　　　　　　　　　　　　　ある。

　　　　教育長　　　　　　　１１月定例会は、１１月１７日金曜日午後３時３０分から

 　　　　　　　　　　　　　開催予定とのことである。委員の皆様、よろしくお願いする。

 

 午後３時５５分閉会

 

 

 

 


